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ふるさと納税（５月実績）

安平町は、たくさんの方に
応援していただいています。

　　　　寄付件数　1,417件
　　　　金　　額　19,625,000円
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　現在ご使用の保険証の有効期限が令和６年７月31日で満了となるため、８月以降は使用できな
くなります。７月中に新しい保険証を送付しますので、８月から新しい保険証をご使用ください。

新しい保険証の有効期限は、令和７年７月31日までです
　次の要件に該当する方は有効期限が異なります。
　　①令和７年７月31日までに75歳になる方（後期高齢者医療制度の適用となる方）　
　　　→ 有効期限は誕生日前日まで（有効期限が切れる前に後期高齢者医療の保険証を送付します）
　　②令和７年７月１日までに70歳になる方
　　　→  有効期限は誕生月の月末（１日が誕生日の場合は前月の末日。有効期限が切れる前に保険

証兼高齢受給者証を送付します）
　有効期限が令和６年７月31日と記載されている保険証などは、８月１日以降にハサミなどで裁断
し破棄してください。令和６年12月２日以降は保険証に代わるものが交付されます。詳細は広報笑
顔10月号にてお知らせします。
問合せ　健康福祉課国保グループ　☎ ㉙ 7072
広告欄

国民健康保険制度のお知らせ
保険証の一斉更新について　【保険証が新しくなります】
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